
 

 

道路運送法に関する協議事項等について 

１.目的  

  糸魚川市地域公共交通協議会規約第５条第１項第２号に定める協議事項につい

て、具体的な区分（協議が必要な事項（以下「協議事項」という。）および報告で

足りうる事項（以下「報告事項」という。））を明示し、円滑な会議の運営を図る。 

 

２.協議事項及び報告事項の区分設定 

○設定理由 

    「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」３.(2)に従い、協

議事項と報告事項を明確に整理したいため。 

 ○糸魚川市地域公共交通協議会規約第５条第１項第２号に定める協議事項 

   地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項 

 

 ○区分設定 

 

 協 議 事 項 報 告 事 項 

① 運行の態様 ・路線定期運行、路線不定期運行、区域運行

② 運賃及び料金 ・種類、額、適用方法等

・路線、営業区域等 ・使用車両に関すること

　（使用車両に関することを除く）

・運行系統、運輸をする期間等 ・運行回数、運行時刻の変更
（運行回数、運行時刻の変更に関することを除く。）

⑤
路線又は営業区
域の休廃止等

・路線定期運行、路線不定期運行、区域運行

⑥
その他必要と認
められる措置

・必要に応じて

事業計画

運行計画

③

④

項　　目

 

（参 考） 



〔別紙〕

地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン

１．地域公共交通会議の目的

地域公共交通会議は、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・

料金等に関する事項、自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関

する事項、その他これらに関し必要となる事項を協議するため設置するものとし、

地域の需要に即した乗合運送サービスが提供されることにより地域住民の交通利便

の確保・向上に寄与するよう努めるものとする。

２．地域公共交通会議の設置及び運営

（１）地域公共交通会議は、一又は複数の市町村（特別区を含む。以下同じ ）又は都。

道府県が主宰する。都道府県単位で地域公共交通会議を設置する場合には、都道府

県の区域を交通圏、経済圏等を勘案したブロックに分割し、それぞれのブロックご

との分科会形式などにより開催することが望ましい また 道路運送法施行規則 昭。 、 （

和２６年運輸省令第７５号。以下「施行規則」という ）第１５条の４第２号及び。

「地域協議会の要件に関する告示 （平成１３年国土交通省告示第１２０２号）に」

規定する地域協議会の分科会とすることもできる。

（２）地域公共交通会議は、地方公共団体の長が主宰するものとする。また、複数市町

村の合同で主宰する場合及び都道府県が主宰する場合は、都道府県及び市町村がそ

れぞれ担当の窓口を定めるとともに、運営において重要な事項については関係市町

村等の協議により決定する等、緊密な連携と適切な役割分担のもと円滑な運営が確

保されるよう努めるものとする。

（３）地域公共交通会議の会長は、必ずしも地方公共団体の職員のみでなく、地域公共

交通会議の構成員の中から互選により選任することもできるものとする。また、地

域公共交通会議の要綱に定めることによって、副会長その他運営に必要な役員を置

くこと及び地域公共交通会議委員の任期を定めることができるものとする。

（ ） 、 。４ 地域公共交通会議を設置した地方公共団体は 設置した旨を公表するものとする

（ ） 、 。 、 、５ 地域公共交通会議の開催は 原則として公開とする ただし 開催日時及び場所

議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えるこ

とができるものとする。

なお、委員の招集が困難である場合等にあっては、地域公共交通会議があらかじ

め定める方法により行う判断に基づき、全ての委員からの意見聴取及び賛否の意向

の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、開催に

代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決（道路運送法第７９条の

６第１項に定める有効期間の更新の登録に係るものに限る ）を行うことができる。

ものとする。

（６）地域公共交通会議は、必要と認める場合には、地域公共交通会議の下に幹事会を
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おくことができるものとする。幹事会は、申請内容の事前審査、地域公共交通会議

の円滑な運営のための方法（関係者の合意に関する部分を除く ）の審査を行い、。

幹事会において審査した事項に関して地域公共交通会議に報告するものとする。

３．協議を行うに当たっての具体的指針

地域公共交通会議においては、次の（１）～（３）に掲げる事項について、それぞ

れに定める事項に留意しつつ、具体的な協議を行うものとする。なお、協議が調った

事項を変更しようとする場合も同様とする。

また、特にコミュニティバスの導入について協議を行うに当たっては 「コミュニ、

ティバスの導入に関するガイドライン （別添２）に定める事項にも留意するものと」

する。

（１）地域の移動ニーズの把握

地域公共交通会議において、必要な交通手段の導入について建設的に協議を行う

ためには、地方公共団体が把握する地域交通課題等の具体的な情報をもとに、地域

の移動ニーズを明らかにすることが必要である。

なお、潜在的な移動ニーズの把握にあたり、地方公共団体の交通政策部局と福祉

部局との連携や情報共有等が重要である。

（２）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

地域公共交通会議においては、地域住民の生活に必要な乗合旅客輸送の確保、利

便性の向上を図るため、責任ある議論が行われることが求められる。その際、路線

定期運行を中心に整合性のとれた地域交通ネットワークが構築されるよう留意する

必要がある。

① 運行の態様

地域公共交通会議では、地域の実情に応じた適切な運行の態様について十分な協

議を行うことが重要である。路線不定期運行又は区域運行については、利用者利便

の確保のため路線定期運行との整合性がとられているものであることについて適切

に判断されることが必要である。

② 運賃及び料金

地域公共交通会議で合意した運賃及び料金については、道路運送法（昭和２６年

法律第１８３号。以下「法」という ）第９条第４項の規定により届出をもって足。

りるとされている。運賃及び料金の種類、額、適用方法については、社会的経済的

事情に照らし利用者に過度の負担を強いることがないこと、また、他の旅客自動車

運送事業者との間に不当競争を引き起こすおそれがないこと、特定の旅客に差別的

な取扱いがなされないこと等に留意しつつ、十分協議した上で適切な内容を判断す

ることが必要である。

③ 事業計画（路線、営業区域、使用車両等）

路線不定期運行、区域運行については、路線定期運行との整合性がとられている
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ことが必要であり、設定しようとする路線、営業区域が適切なものか十分協議する

必要がある。営業区域については、地域公共交通会議で協議が調った地区単位とす

るものとし、旅客の発地又は着地のいずれかが営業区域内にあることを要するもの

とする。

なお、地域公共交通会議が複数市町村の合同で主宰される場合又は都道府県によ

って主宰される場合の営業区域は、当該地域公共交通会議の地域の全域とするので

はなく、主な利用者の居住地、目的地等地域の実情に照らして合理的であり、運行

の管理が適切かつ確実に実施できる範囲の地区を定めるものとする。

使用車両については、地域特性又は路線特性等に即した使用車両が望ましいこと

から、仕様、形状、乗車定員等についても協議することが望ましい。

④ 運行計画

地域公共交通会議で協議が調った運行系統については、クリームスキミング的運

行については弾力的に取扱うこととされているが、利用者利便や安全の確保を無視

した運行時刻の設定が行われないようにする必要がある。

なお、運行回数や運行時刻の変更については、地域公共交通会議への報告事項と

する等、あらかじめ設定の範囲について協議しておくことが望ましい。

⑤ 路線又は営業区域の休廃止等

（イ）路線定期運行

地域公共交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線の休止又は廃止に

ついても地域公共交通会議において協議することが望ましい。

なお、地域公共交通会議の協議結果に基づき路線を休止又は廃止する場合は、地

域公共交通会議が地域協議会の分科会として位置付けられている場合及び利用者の

利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合に限り、３０日

前までに届出できることとされている（通常は６ヶ月前までの届出 。）

（ロ）路線不定期運行、区域運行

路線不定期運行に係る路線の一部廃止及び他の運行の態様と併せて行っている場

合の全部廃止、区域運行に係る営業区域の一部廃止及び他の運行の態様と併せて行

っている場合の全部廃止については、協議結果に基づく輸送サービスを含む場合に

は、地域公共交通会議で合意されていることを要するものとする。

なお、この場合に必要となる事業計画変更認可申請については、廃止予定日の３

０日前までに申請書を提出することとされている（通常は２ヶ月前までに提出 。）

⑥ その他必要と認められる措置

地域公共交通会議は、上記以外の事項についても、必要に応じ、運行しようとす

る者等から説明を求めるなどにより協議して差し支えない。

（３）自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

① 自家用有償旅客運送の導入に関する基本的な考え方

地域交通の検討に当たっては、まず既存のバス・タクシーといった交通事業者の活

用を十分に検討する必要があるが、需要が希薄となり、従来の民間の交通事業者で



はサービス提供が困難な場合においては、自家用有償旅客運送や互助による輸送等

も含めて交通ネットワークのあり方を考えることが必要である。

なお、ＮＰＯ等による自家用有償旅客運送については、地域公共交通会議を設置

している地方公共団体にあっては、新たに運営協議会を設置することなく、地域公

共交通会議において必要性の判断に当たって議論を行うことができるものとする。

② 旅客から収受する対価

自家用有償旅客運送において、旅客から収受しようとする対価が、施行規則第５

１条の１５第１号及び第２号の規定並びに関係通達（ 自家用有償旅客運送者が利「

用者から収受する対価の取扱いについて （平成１８年９月１５日付け国自旅第１」

４４号 ）の規定に基づいていることを要するものとする。）

③ その他必要と認められる措置

地域公共交通会議は、必要に応じ、以下に掲げる事項について、施行規則に定め

る要件が確保されているかどうか等に関し、確認するものとする。

（イ）自家用有償旅客運送に使用する自動車の種類ごとの数

（ロ）運転者に求められる要件

（ハ）損害賠償措置

（ニ）運行管理の体制

（ホ）整備管理の体制

（へ）事故時の連絡体制

（ト）苦情処理体制

（チ）その他必要な事項

（４）互助による運送との連携に関する事項

地域の持続可能な交通ネットワークの構築の観点から （２ （３）の協議におい、 ）

ては、交通事業者や自家用有償旅客運送と、互助による登録又は許可を要しない形

態の運送との連携についても十分配慮した協議を行うことが必要である。

（５）交通会議の運営方法その他地域公共交通会議が必要と認める事項

輸送サービスの変更等交通会議が必要と認める事項について協議を行う。

４．地域公共交通会議の構成員

（１）地域公共交通会議の構成員は、施行規則第９条の３第１項に掲げる者とする。た

だし、地域の実情により、構成員に上記以外の者を加えることができる。

（２）構成員を選任し、又は変更するに当たっては、地域公共交通会議の公正・中立な

運営を行い得るよう、施行規則第９条の３第１項に掲げる構成員ごとのバランスに

留意し、特定の者に偏らないよう配慮する。

（ ） 、 、３ 自家用有償旅客運送に係る協議を行う場合には 円滑な合意形成を誘導するため

地域公共交通のエキスパートなどの人材を第三者のコーディネーターとして加える
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